
�金沢市告示第137号

平成９年告示第52号 (福祉保健センターの所管区域を定めたことについて) の一部を次のように改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

｢福祉保健センターの所管区域｣ を ｢福祉健康センターの所管区域｣ に､ ｢金沢市福祉保健センター条例｣ を ｢金

沢市福祉健康センター条例｣ に､ ｢福祉保健センターの所管する｣ を ｢福祉健康センターの所管する｣ に改め､ 表中

｢福祉保健センターの名称｣ を ｢福祉健康センターの名称｣ に､ ｢泉野福祉保健センター｣ を ｢泉野福祉健康センター｣

に､ ｢元町福祉保健センター｣ を ｢元町福祉健康センター｣ に､ ｢不動寺小学校及び三谷小学校｣ を ｢不動寺小学校

三谷小学校｣ に､ ｢駅西福祉保健センター｣ を ｢駅西福祉健康センター｣ に､ ｢西南部小学校及び三和小学校｣ を ｢西

南部小学校 三和小学校｣ に改める｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第138号

平成８年告示第47号 (本市が設置する都市公園の名称等について) の一部を次のように改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

第１項の表から第９項の表までの規定中 ｢金沢市都市整備部緑と花の課｣ を ｢金沢市都市整備局緑と花の課｣ に改

める｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第139号

平成８年告示第66号 (道路のうち広告物等の表示等を禁止する区間の指定について) の一部を次のように改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

表中 ｢金沢市都市整備部まちなみ対策課｣ を ｢金沢市都市整備局まちなみ対策課｣ に改める｡
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第140号

平成８年告示第67号 (道路及び鉄道等に接続する地域のうち広告物等の表示等を禁止する地域の指定について) の

一部を次のように改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

表中 ｢金沢市都市整備部まちなみ対策課｣ を ｢金沢市都市整備局まちなみ対策課｣ に改める｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第141号

平成８年告示第68号 (展望することができる広告物等の表示等を禁止する地域の指定について) の一部を次のよう

に改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

表中 ｢金沢市都市整備部まちなみ対策課｣ を ｢金沢市都市整備局まちなみ対策課｣ に改める｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第142号

平成８年告示第69号 (広告物等の表示等を禁止する物件の指定について) の一部を次のように改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

表中 ｢金沢市都市整備部まちなみ対策課｣ を ｢金沢市都市整備局まちなみ対策課｣ に改める｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第143号

平成８年告示第70号 (広告物活用地区の指定について) の一部を次のように改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

表中 ｢金沢市都市整備部まちなみ対策課｣ を ｢金沢市都市整備局まちなみ対策課｣ に改める｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第144号

平成８年告示第71号 (商業地域のうち第３種禁止地域として広告物等の表示等を禁止する地域の指定について) の

一部を次のように改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

表中 ｢金沢市都市整備部まちなみ対策課｣ を ｢金沢市都市整備局まちなみ対策課｣ に改める｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第145号

平成３年告示第40号 (金沢市駅前広場の区域について) の一部を次のように改正する｡

平成17年４月１日

金沢市長 山 出 保

｢金沢市役所土木部生活道路整備課｣ を ｢金沢市都市整備局土木部道路管理課｣ に改める｡
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